


















　株式会社ベルコ（以下「ベルコ」という。）と、ベルコ加入者（以下「加入者」という。）とは、下記に定めるところにより、ベルコ契
約（以下「契約」という。）を締結します。

第１条（契約の目的）
この契約は、加入者が将来行う冠婚葬祭に備え、所定の月掛金を前払いで支払うことにより、加入者は、冠婚葬祭に係る役務
サービス等の提供を受ける権利を取得し、ベルコは、加入者の請求により、冠婚葬祭に係る役務サービス等を提供する義務を負
うことを目的とします。
なお、この契約は、冠婚葬祭に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行、信託等の金融機関への預金と異な

り、お預かりする月掛金に利息は発生しません。

第５条（契約金額、月掛金の額、支払方法等）
１.　契約金額、月掛金の額、支払方法及び支払時期等は、次のとおりとし、契約金額完納前に施行が行われる場合は、利用時に

月掛金の残額を一括して払込みいただきます。なお、クレジットカード及びデビットカードについては初回金のお支払いにの
みご利用頂けます。

第１8条（契約の解除）

２. この契約は、加入者の申し出により解約することができます。解約とは、契約期間中の契約解除を言い、解約の申し出があっ
た日とは、本条第4項の書類の提出があった日を言います。
この場合ベルコは、月掛金残高から所定の手数料を差し引いた本条第3項の返戻金表記載の金額を解約返戻金として、解
約の申し出のあった日から45日以内に、原則として加入者が月掛金を支払うために指定した最新引き落とし口座（月掛金を
現金にて支払いした場合等は加入者本人の口座）に振り込みます。

なお、生活保護法に基づく生活保護を受けられることになった場合の解約については、証明書が必要になります。この場合、月
掛金残高全額を加入者本人の口座に振り込みお返しします。
３.　返戻金表

４.　解約手続きは、ご本人の確認のため、原則として各支社管理室で行います。
（１）　必要書類は、自署による解約申込書、加入者証（会員証）になります。
（２）　本人を確認させていただくため、原則として次の物のうち、いずれか一つが必要です。
　　   運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、パスポート等。


